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　 所 定 の 無 線 通 信 規 格 に よ る 無 線 通 信 機 能 を 有 す る 第 １ の 無 線 端 末 と 、 こ の 第 １ の 無 線 端
末 と の 間 で 無 線 通 信 す る 第 ２ の 無 線 端 末 と を 備 え 、 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 無 線 端 末 が 前 記
所 定 の 無 線 通 信 規 格 に お い て 各 無 線 端 末 に 固 有 に 設 定 さ れ た 絶 対 識 別 情 報 に 基 づ い て 無 線
通 信 す る 通 信 シ ス テ ム に お い て 、

　 前 記 第 １ の 無 線 端 末 は 、

　 当 該 無 線 端 末 の 製 造 者 も し く は 使 用 者 に よ り 局 所 ネ ッ ト ワ ー ク 内 で 任 意 に 設 定 さ れ る 局
所 識 別 情 報 ， お よ び 自 局 を 識 別 す る た め に 前 記 所 定 の 無 線 通 信 規 格 に お い て 固 有 に 設 定 さ
れ た 絶 対 識 別 情 報 を 対 応 付 け て 記 憶 す る 記 憶 手 段 を 備 え 、

　 前 記 第 ２ の 無 線 端 末 は 、 通 信 対 象 端 末 を 探 査 す る た め の 探 査 信 号 を 送 信 可 能 に 構 成 さ れ
る と 共 に 、

　 前 記 第 １ の 無 線 端 末 は 、 前 記 無 線 端 末 か ら 前 記 探 査 信 号 を 受 信 す る と 自 局 に 付 与
さ れ 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 局 所 識 別 情 報 お よ び 絶 対 識 別 情 報 を 含 む 応 答 信 号 を 当 該 第
２ の 無 線 端 末 に 送 信 す る よ う に 構 成 さ れ 、

　 前 記 第 ２ の 無 線 端 末 は 、 前 記 第 １ の 無 線 端 末 に よ り 送 信 さ れ た 応 答 信 号 を 前 記 無 線 通 信
機 能 に よ り 受 信 す る と 、 受 信 し た 応 答 信 号 に 含 ま れ る 局 所 識 別 情 報 が 妥 当 性 を 有 す る か 否
か を 判 定 し 、 当 該 妥 当 性 を 有 し て い る こ と が 判 定 さ れ た こ と を 条 件 と し て 、 当 該 局 所 識 別
情 報 に 対 応 し た 絶 対 識 別 情 報 に 基 づ い て 当 該 絶 対 識 別 情 報 が 送 信 さ れ た 第 １ の 無 線 端 末 に
通 信 確 立 要 求 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス テ ム 。  
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